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市の財源を確保するため、固定資産税・都市計画税の賦課を行う。

引き続き固定資産税・都市計画税の課税客体の正確な把握に努め、適正な賦課を行う。
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固定資産税・都市計画税の適正な賦課を行う。
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直営 昭和47年度以前 地方税法

納税義務者　　固定資産税　約41,500人　都市計画税　約37,500人

引き続き固定資産税・都市計画税の課税客体の正確な把握に努め、適正な賦課を行う。
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事業：固定資産税・都市計画税等賦課事業               

固定資産税は、毎年１月１日に、土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」という。）を所有してい

る人がその固定資産の価格を基に算出された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金である（税率は１．

４％）。また、都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課税

される。課税の対象となる資産は、都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土

地及び家屋であり（一部例外あり）、固定資産税とあわせて納める税金である（税率は０．３％）。 

固定資産税・都市計画税は、市税収入の約４割を占める重要な財源であるので、航空写真を活用するなど各種課

税資料を基に実地調査を行い、課税客体の正確な把握に努め、公平かつ適正な賦課を実施した。 

 

細事業：固定資産税・都市計画税等賦課事業                             

１．土地（平成２５年度 現年課税分調定※額 固定資産税 1,678,150千円 都市計画税 484,895千円） 

 (1) 平成２６年度価格修正作業 

① 平成２６年度の価格修正に係る鑑定評価（５４地点） 

② 画地計算調書等作成 

 (2) 土地の異動更正処理 

  法務局からの通知及び実地調査等に基づき、地目変換等があった土地について異動処理した。 

 納税義務者（人） 筆数（筆） 地積 （㎡） 評価額 （千円） 

平成２５年度  33,825 99,026 25,156,604 372,849,888 

 

２．家屋（平成２５年度 現年課税分調定額 固定資産税 2,137,260千円 都市計画税 435,973千円） 

   法務局からの通知及び実地調査等に基づき、新増築家屋及び滅失家屋について異動処理した。 

      【調査棟数】  平成２４年以前の新増築家屋   ５０棟 

              平成２５年中の新築家屋    ３０２棟 

              平成２５年中の増築家屋     １１棟 

 納税義務者（人） 棟数（棟） 床面積（㎡） 評価額 （千円） 

平成２５年度  36,942 50,843 5,768,762 157,189,382 

 

３．償却資産（平成２５年度 現年課税分調定額 固定資産税 611,699千円） 

   償却資産の所有者からの申告に基づき賦課を行い、申告のない者には申告の催告を行うなど指導を行った。 

 納税義務者（人） 
評価額 （千円） 

通常分 総務大臣配分 知事配分 

平成２５年度  1,082 19,232,420 23,116,934 0 

 

 ※調定 … 歳入の内容について調査し、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等を決定すること 

 


